
大津市地産地消推進事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、農業関係団体等が実施する地場農産物の生産及び消費の拡大並び

に品質の向上等に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交

付し、もって市域における地産地消を推進することを目的とする。 

（補助対象事業等） 

第２条 この要綱による大津市地産地消推進事業費補助金（以下「補助金」という。）

の交付の対象となる事業の項目及び内容、補助金の交付を受けることができる者（以

下「補助対象者」という。）、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経

費」という。）並びに補助率等は、別表に定めるところによる。 

（交付申請書） 

第３条 大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号。以下「規則」という。）第４

条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市地産地消

推進事業費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 収支予算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（決定通知書） 

第４条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市地産地消推進事業費補助金交付

決定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市地産地消推進事業費補助金交付申請

棄却（却下）決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 

第５条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市地産地消推進事業費補助金交付

決定取消通知書（様式第４号）又は大津市地産地消推進事業費補助金交付決定変更通

知書（様式第５号）により行うものとする。 

（補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第６条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、

 大津市地産地消推進事業変更承認申請書（様式第６号）又は大津市地産地消推進事業

 中止（廃止）承認申請書（様式第７号）とする。 

２ 前項の変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 変更事業計画書 

 (2) 変更収支予算書 



(3) その他市長が必要と認める書類 

（承認通知書等） 

第７条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市地産地消推進事業変更承認決

定通知書（様式第８号）若しくは大津市地産地消推進事業中止（廃止）承認決定通知

書（様式第９号）又は大津市地産地消推進事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書

（様式第１０号）若しくは大津市地産地消推進事業中止（廃止）承認申請棄却（却

下）決定通知書（様式第１１号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第８条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津

市地産地消推進事業実績報告書（様式第１２号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 事業実績書 

 (2) 収支決算書 

（3） 領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（確定通知書） 

第９条 規則第１５条の規定による通知は、大津市地産地消推進事業費補助金確定通知

書（様式第１３号）により行うものとする。 

（交付請求書） 

第１０条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書

は、大津市地産地消推進事業費補助金交付請求書（様式第１４号）とする。 

（一括又は分割による交付請求書） 

第１１条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出し

なければならない交付請求書は、大津市地産地消推進事業費補助金交付請求書（様式

第１５号）とする。 

（取消通知書） 

第１２条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市地産地消推進事業費補助金

交付決定取消通知書（様式第１６号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１３条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市地産地消推進事業費

補助金返還通知書（様式第１７号）により行うものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度

市長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



２ ふるさと特産振興事業補助金交付要綱は、廃止する。 

３ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

４ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の前日までに別表（7）の項に掲げる

事業について補助金の交付の決定を受けた者に係る当該補助金の交付については、別

表採択要件等の欄に規定する期間に限り、なお従前の例により補助金を交付すること

ができる。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、

同年３月３１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１０月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）に 

より使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り 

繕って使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、 

同年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 
 

事業項目 
 

 

事業内容 
 

 

補助対象者 
 

対象経費 採択要件等 
 

補助率又は額 
 

 
(1)おおつブランド育成事業 
 
 

 
市内における流通

量が少ない農産物並
びに付加価値の高い
農産物の生産及び消
費の拡大に係る経費
並びに付加価値の高
い加工品（自らが市
内で生産した農産物
を主たる原材料とす
るものに限る。）の
消費の拡大に係る経
費に対して助成を行
う。 

   
 

 
（1）農業協同組合 
（2）特産品グループ 
（3）認定農業者 
 
(注)特産品グループ
とは、農産物の生産
や加工販売を目的と
して、生計を異にす
る３人以上で組織さ
れた団体であって、
規約等が整備され、
独立して会計処理が
できる団体とする。 

 
（1）種子代又は苗代 
（2）肥料代 
（3）薬剤費 
（4）研修費 
（5）販路開拓費（出 

展料、印刷製本 
費、通信通信
費、広告宣伝費
その他販路開拓
に要する経費） 

（6）生産資材費 
（7）作業委託費 
（8）借地代 
（9）包装資材費（パ 

ッケージデザイ 
ン代を含む。） 
ただし、農産物
の生産及び消費
の拡大に係る事
業にあっては第
１号から第８号
までに掲げる経
費を、加工品の
消費の拡大に係
る事業にあって
は第５号及び第
９号に掲げる経
費を対象経費と
する。 

  
補助対象となる農産物及び加
工品は、品種等を勘案して市
長が特に認めたものであるこ
と。 

 
 
 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００円
未満の端数は切り捨てる。) 

（2）１年度につき1品目当たり
２００，０００円を限度と
する。 

 

 
(2)スマート農業機械導入事業 
 
 

 
市内における農作

業の効率化、負担軽
減及び高品質化のた
めの、ロボット、
AI、IoTなどの先端
技術を活用した機械
等の試験的な導入に
係る経費に対して助
成を行う。 

 
（1）農業協同組合 
（2）特産品グループ 

 
（1）機械本体購入費 
（2）設置工事費（運

搬費を除く。） 
（3）付属機械及び機

器で市長が特に
認めたものの費
用 

 

 
（1）補助対象となる機械及び機

器は、先端技術を活用した
農作業の効率化、負担軽減
及び高品質化に資するもの
であること。 

（2）特産品グループが事業実施
主体の場合は、３年以上の
活動実績を有するグループ
であること。 

（3）特産品グループが事業実施
主体の場合は、構成員が作
付けする対象農産物の面積
が１０haを超えているこ
と。 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）事 業 １ 件 当 た り 
５００，０００円を限度
とする。 

（3）国庫補助事業の対象とな
る内容の事業について
は、国庫補助金の１／２
相当額を限度とする。 



（4）事業完了後５年間は、毎年
度利用状況等を報告するこ
と。 

 
(3)消費拡大イベント開催事業 
 

 
市内で開催する次

に掲げる事業に係る
経費に対して助成を
行う。 

（1）農産物の消費拡大
に関する事業 

（2）農産物の料理方法
の普及に関する事
業 

（3）農業体験に関する
事業 

 
（1）農業協同組合 
（2）特産品グループ 
（3）農事組合法人 
（4）認定農業者 

 
（1）会場借上料 
（2）会場設営費 
（3）イベントの出展 
  料 
（4）広告宣伝費 
（5）講師謝礼（料理
方法の普及に関する
事業に限る。） 

（6）資材費（食材費 
を除く。） 

  
次の各号に掲げる事業の区分

に応じ、当該各号に定める人数
以上の参加が見込める事業であ
ること。 

（1）農産物の消費拡大に関する
事業 １００人(ただし、認
定農業者が実施主体の場合
は、５０人) 

（2）農産物の料理方法の普及又
は農業体験に関する事業 
５０人(ただし、認定農業者
が実施主体の場合は、２５
人) 

 
 
 
 

 
（1）事業費の３０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）次に掲げる事業の区分に
応じ、それぞれ定める額
を上限とする。 

  ア 販売のみを行う農産
物の消費拡大に関する
事業 ２００，０００
円 

  イ アに掲げる事業以外
の農産物の消費拡大に
関する事業 ４００,０
００円 

  ウ 農産物の料理方法の
普及又は農業体験に関
する事業 １００，０
００円 

 
(4)朝市運営委員会運営事業 

 
  朝市グループを支
援する事業に対して
助成を行う。 

 
大津朝市運営委員会 

 
（1）会議費 
（2）研修費 
（3）広告宣伝費 
（4）参画する朝市グ

ループに対する
活動用資材購入
費 

  
参画する朝市グループの質の
向上及び活動を支援する事業
であること。 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

(2) グループ数に１０，０００
円を乗じた額を限度とす
る。 

 
(5)野菜園芸出荷協議会運営事

業 

 
野菜等の安定的な

生産・出荷体制の確
立を図る事業に対し
て助成を行う。 

 
大津市野菜園芸出荷

協議会 

 
（1）会議費 
（2）研修費 
（3）広告宣伝費 
（4）出荷促進のため

の資材購入費 
（5）品質向上のため

の新技術の検証に
要する経費 

 

  
参画する野菜生産者の質の向
上、生産拡大及び出荷を促進
する事業であること。 

 
 

 
（1）事業費の５０％以内とす 

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）４００，０００円を限度と
する。 

 
(6)施設野菜生産振興事業 

 
野菜等の作期調整

と生産期間の拡大を
図るためのパイプハ
ウス（温室その他の
その内部で農作物を
栽培するための施
設）の設置及び当該

 
農業協同組合 

 
 

 
（1）ハウス資材購入 
  費 
（2）設置工事費（運

搬費を除く。） 
 (3) 保険料（保険加

入期間のうち、加
入開始から１年間

  
（1）設置したパイプハウスを利

用して、年間を通じて農作
物の栽培をすること。 

（2）パイプハウスの面積が100㎡
以上であること。 

（3）加入する保険は、風水害、
雪害、火災等によりパイプハ

 
次に掲げる額の合計額とす

る。 
（1）パイプハウスの設置に係

る経費に対する助成にあ
っては、パイプハウス設
置農家１戸につき、事業
費の３０％以内（ただ



パイプハウスに係る
園芸施設共済その他
の保険の加入に係る
経費に対して助成を
行う。 
 

分を対象に当該年
度に支出した経費
に限る。） 

 

ウスが被害を受けた場合の損
失を補塡するためのものであ
ること。 

（4）保険料のみを補助の対象と
することはできないこと。 

し、１，０００円未満の
端数は切り捨てるものと
し、４００，０００円を
限度とする。）の額 

 
（2）保険の加入に係る経費に

対する助成にあっては、
パイプハウス設置農家１
戸 に つ き 、 事 業 費 の 
５０％以内（ただし、
９，０００円を限度とす
る。）の額 

 
(7)園芸産地づくり強化支援事 
 業 

 
  地域の特性に応じ
た特産野菜、特産果
樹及び特産花きの生
産を目的とした試験
栽培に係る事業に対
して助成を行う。 

   

 
農業協同組合 

 
（1）種子代、苗代又

は苗木代 
（2）肥料代 
（3）薬剤代 
（4）生産資材費 
（5）研修費 
（6）看板製作費 
（7）借地代 
（8）出荷資材費 

 
（1）展示圃で試験栽培する農産 

物は、市場及び直売所の意 
向を反映したものであるこ 
と。 

（2）１産地又は１品目当たり３
年度の間、事業に取り組むこ
と。 

（3）対象期間は1産地又は１品目
当たり３年度までとする。 

 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）１ 産 地 当 た り 
２００，０００ 円（果樹
にあっては、１００，００
０円）を限度とする。 

 

 
(8)6次産業化推進事業 
 

 
農畜水産業者がそ

の生産している農畜
水産物を主たる原材
料として自ら加工
し、又は他者をして
加工させ、新商品を
開発、生産及び販売
するために必要な経
費に対して助成を行
う。 

   

 
（1）農業協同組合 
（2）特産品グループ 
（3）農事組合法人 
（4）認定農業者 
 

 

 
（1）報償費（講師謝 

礼、視察料） 
（2）旅費 
（3）委託費（市場調 

査、新商品の試
作、デザイン、 
成分分析等に係
る費用） 

（4）資材購入費（包
装資材費、原材
料費） 

（5）賃借料（会場借
上料、機械借上
料等） 

（6）販路開拓費（出
展料、印刷製本
費、通信運搬
費、広告宣伝 
費その他販路開 
拓 に 要 す る 経 
費） 

（7）その他経費（特 
許、商標登録、 
許可等の取得に 
要する経費） 

 
（1）市内において同等の商品が

存しないこと 
（2）委託費は、事業費の２分の

１未満とすること。 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）１ 商 品 当 た り
２００，０００円を限度
とする。 

（3）国庫補助事業の対象とな
る内容の事業について
は、国庫補助金の２分の
１相当額を限度とする。 



 
(9)6次産業化整備事業 
 

  
農畜水産業者がそ

の生産している農畜
水産物を主たる原材
料として自ら加工
し、新商品の開発及
び販売に取り組むた
めに必要な機械及び
施設の導入に係る経
費に対して助成を行
う。 

   

 
（1）農業協同組合 
（2）特産品グループ 
（3）農事組合法人 
（4）認定農業者 
 

 

 
次に掲げる機械又は
施設の導入に係る機
械本体購入費、設置
工事費、本体工事
費、電気設備費、給
排水衛生設備費及び
新商品の製造過程に
おいて必要な付属機
械・施設の購入費
（ただし、運搬費は
含まない。） 
（1）選別・選果用機 

械 
（2）冷却・冷蔵・冷

凍用機械 
（3）検査用機械 
（4）処理・洗浄・加

工用機械  
（5）乾燥・貯蔵用機 
  械 
（6）出荷・包装用機 

械 
（7）集出荷施設 
（8）処理加工施設 
（9）その他新商品の

製造過程において
必要な機械及び施
設 
 

 
（1）市内において同等の商品が

存しないこと。 
（2）事業項目（8）の6次産業化

推進事業において試作した新
商品を自ら加工する場合は、
新商品を開発した年度から３
年度までの期間に限り、事業
の対象とする。 

（3）特産品グループが事業実施
主体の場合は、３年以上の活
動実績を有するグループであ
ること。 

（4）導入する機械・施設の能力
及び規模が適正であること。 
また、事業計画に導入する機
械・施設の利用計画を添付
し、その利用計画において、
導入する機械・施設を適切に
利用することが確実であると
認められること。 

（5）収支計画に導入する機械・
施設で加工する新商品の販売
計画を添付すること。 

（6）事業完了後５年間は、毎年
度利用状況等を報告するこ
と。 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）１ 商 品 当 た り 
５００，０００円を限度
とする。 

（3）国庫補助事業の対象とな
る経費については、国庫
補助金の２分の１相当額
を限度とする。 

 
(10)「華麗なる大津野菜」生

産拡大推進事業 
 

  
地域の特性に応じ

た特産野菜のうち、
カレーに使用する野
菜（ジャガイモ、ニ
ンジン、タマネギ、
キャベツ、ブロッコ 
リー）を「華麗なる
大津野菜」として重
点的に生産拡大する
ための経費に対して
助成を行う。 

   

 
農業協同組合 
 
 

 

 
（1）種子代又は苗代 
（2）肥料代 
（3）薬剤代 
（4）生産資材費 
（5）研修費 
（6）看板製作費 
（7）借地代 
（8）販路開拓費（出 

展料、印刷製本 
費、通信費、広
告宣伝費その他
販路開拓に要す
る経費） 

（9）共同利用機械の
機械本体購入費
及び設置工事費
（ただし、運搬
費は含まず、付
属機械にあって

 
共同利用機械については、「 
華麗なる大津野菜」の生産・収
穫・乾燥・貯蔵・出荷に特化し
た機械に限る。 

 

 
（1）事業費の５０％以内とす

る。(ただし、１，０００
円未満の端数は切り捨て
る。) 

（2）国庫補助事業の対象とな
る経費については、国庫
補助金の２分の１相当額
を限度とする。 



は生産拡大のた
め必要と認めら
れるものに限
る。） 

 



様式第１号（第 3 条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付申請書 
 

年  月  日 
（宛先） 
大津市長 

 
申請者 住所 
    氏名         

 
大津市補助金等交付規則第 4 条第 1 項の規定により、大津市地産地消推進事業費補助

金の交付について、次のとおり申請します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の目的及び内容 
 

補助事業の経費所要額 円 

補 助 金 交 付 申 請 額 円 

事業着手予定年月日 
事業完了予定年月日 

年  月  日から 
年  月  日まで 

添 付 書 類 事業計画書 
収支予算書 

 
 
 
 
 



様式第２号（第４条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付決定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付けで申請のあった大津市地産地消推進事業費補助金の交付について

次のとおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の目的及び内容 交付申請書記載のとおり 

交 付 決 定 金 額 円 

交 付 条 件 

１ 補助事業者は、この補助金に関する法令・規則・

要綱・要領等の定めるところに従わなければならな

い。 

２ 補助事業者は、この補助金に係る収支及び支出を

明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌

年度から起算して５年間整備保管しなければならな

い。 

３ 当該事業に係る事業実績報告書の提出は、  年

３月３１日又は補助事業完了後３０日以内のいずれ

か早い日とする。 

４ 補助事業等の完了後に、消費税及び地方消費税の

申告により補助金等に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかにそ

の旨を市長に報告すること。 
  
（注）この決定に対して不服がある場合は、この通知を受領した日から起算して１５日以

内に申請の取下げをすることができます。 
 



様式第３号（第４条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付申請棄却（却下）決定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付けで申請のあった大津市地産地消推進事業費補助金については、

交付しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知

します。 
 

補 助 年 度 年度 

補助事業の目的及び内容 交付申請書記載のとおり 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 申 請 金 額 円 

交 付 し な い こ と と 
決 定 し た 理 由  

 
 
 
 



様式第４号（第５条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付決定取消通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で交付の決定をした大津市地産地消推進事業費補

助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第

５項の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 金 額 円 

取 消 金 額 円 

取消後の交付決定金額 円 

取 消 し を し た 理 由  

 
 



様式第５号（第５条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付決定変更通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で交付の決定をした大津市地産地消推進事業費補

助金について、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５

項の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 金 額 円 

決定内容又はこれに付 
した条件を変更する内容  

変 更 を し た 理 由  

 
 
 



様式第６号（第６条関係） 
 

大津市地産地消推進事業変更承認申請書 
 

年  月  日 
（宛先） 
大津市長 

 
申請者 住所 
    氏名         

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市地産地消推

進事業の変更の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次

のとおり申請します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の変更の内容 

 

変 更 す る 理 由  

変 更 の 年 月 日 年   月   日 

添 付 書 類 変更事業計画書 
変更収支予算書 

 
 
 



様式第７号（第６条関係） 
 

大津市地産地消推進事業中止（廃止）承認申請書 
 

年  月  日 
（宛先） 
大津市長 

 
申請者 住所 
    氏名         

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市地産地消推

進事業の中止（廃止）の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定

により次のとおり申請します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

中止（廃止）する理由  

中止（廃止）の年月日 年   月   日 

添 付 書 類  

 
 
 



様式第８号（第７条関係） 
 

大津市地産地消推進事業変更承認決定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定をした大津市地産地消推進

事業の変更について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項

の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

承 認 し た 変 更 内 容  

承 認 年 月 日 年   月   日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第９号（第７条関係） 
 

大津市地産地消推進事業中止（廃止）承認決定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定をした大津市地産地消推進

事業の中止（廃止）について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３

条第２項の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

中止（廃止）の承認年月日 年   月   日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１０号（第７条関係） 
 

大津市地産地消推進事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定をした大津市地産地消推進

事業の変更について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規

則第１３条第２項の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の変更の内容  

承 認 し な い こ と と 
決 定 し た 理 由  

 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１１号（第７条関係） 
 

大津市地産地消推進事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定をした大津市地産地消推進

事業の中止（廃止）について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金

等交付規則第１３条第２項の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

承 認 し な い こ と と 
決 定 し た 理 由  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１２号（第８条関係） 
 

大津市地産地消推進事業実績報告書 
 

年  月  日 
（宛先） 
大津市長 

 
補助事業者 住所 

    氏名         
 

年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市地産地消推

進事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報告

します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

事 業 着 手 年 月 日 
事 業 完 了 年 月 日 

年  月  日から 
年  月  日まで 

交 付 決 定 金 額 円 

補助金の既交付金額 円 

補助事業の経費精算額 
（ 補 助 対 象 金 額 ） 

円 
（         円） 

添 付 書 類 
事業実績書 
収支決算書 
領収書等（明細を記したものを含む。）の写し 

 



様式第１３号（第９条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金確定通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で補助金の交付の決定をした大津市地産地消推進

事業について、次のとおり補助金の額を確定したので大津市補助金等交付規則第１５条

の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 金 額 円 

補助事業の経費精算額 
（ 補 助 対 象 金 額 ） 

円 
（         円） 

交 付 確 定 金 額 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１４号（第１０条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付請求書 
 

年  月  日 
（宛先） 
大津市長 

 
補助事業者 住所 

    氏名        ㊞ 
 

年  月  日付け  第  号で交付確定のあった大津市地産地消推進事業費補

助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求し

ます。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 確 定 金 額 円 

交 付 請 求 金 額 円 

振
込

先
金
融
機

関 

金 融 機 関 名 銀行・信用金庫・農協       支店 

口 座 番 号 普通・当座 

口 座 名 義  

添 付 書 類  

 
 



様式第１５号（第１１条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付請求書 
 

年  月  日 
（宛先） 
大津市長 

 
補助事業者 住所 

    氏名        ㊞ 
 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった大津市地産地消推進事業費補

助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり一括

（分割）請求します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 金 額 円 

補助金を一括（分割） 
請 求 す る 理 由  

補助金の既交付金額 円 

交 付 請 求 金 額 円 

振
込

先
金
融
機

関 

金 融 機 関 名 銀行・信用金庫・農協       支店 

口 座 番 号 普通・当座 

口 座 名 義  

添 付 書 類  

 



様式第１６号（第１２条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金交付決定取消通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で交付の決定をした大津市地産地消推進事業費補

助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９条

第 4 項の規定により通知します。 
 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交付決定（確定）金額 円 

取 消 金 額 円 

取消後の交付決定（確定）金

額 円 

取 消 し を し た 理 由  

 
 
 
 
 



様式第１７号（第１３条関係） 
 

大津市地産地消推進事業費補助金返還通知書 
 

番  号 
年  月  日 

 
様 

 
大津市長        印 

 
年  月  日付け  第  号で交付の決定をした大津市地産地消推進事業費補

助金について、大津市補助金等交付規則第２０条第１項の規定により次のとおり返還請

求します。 
 

返 還 金 額 円 

返 還 理 由  

返  還   期   限 年   月   日まで 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 金 額 円 

補助金の既交付金額 
及 び 交 付 年 月 日 

円 
年   月   日 

交 付 確 定 金 額 円 

  
 （注） 別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９

条第１項の規定により交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに

納付されないときは、延滞金を納付しなければなりません。 


